
NO 11

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 3,256 (1,628)

⇒ 2,914 (1,457)

⇒ 1,077 (539)

⇒ 7,247 (3,624)

3,624

3,623

令和 年 ～ 年 限度額

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

 ８ 基本計画・個別計画

　区内のどこにいても緊急時に適切にＡＥＤを活用することのできる環境を整備することは、区民
や区を訪れる人の命を守るために必要な経費であることから、予算を計上します。

　なし

 ９ 関連する法令・条例等

　なし

―

　国は、ＡＥＤ設置情報を公開しており、ＡＥＤ設置者に対して(一財）日本救急医療財団の財
団全国ＡＥＤマップへの情報登録を呼びかけています。  15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　東京都の補助金を活用

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年４月～　設置場所の調整、順次設置開始

　いつでも誰でもＡＥＤを使用でき、適切な救命活動を行うことのできる港区を実現します。  13 事業実施に
   伴う将来コスト

【ＡＥＤ設置場所の拡大】
　現在、区有施設（区役所、総合支所、福祉施設や区立小中学校など）224施設に設置している
ＡＥＤについて、新たに区有施設以外にも設置します。
　設置場所：24時間使用可能なＡＥＤの設置が少ない地域を中心に設置
　設 置 数：80箇所
【ＡＥＤの活用支援】
　地域におけるＡＥＤについての関心を高め、緊急時に適切に使用できる人を増やすため、Ａ
ＥＤ操作や心肺蘇生法について区独自の動画を作成し、区民等の学習環境を整備するととも
に、新たにＡＥＤを設置する地域の町会・自治会等に、ＡＥＤについて分かりやすくまとめた
しおりや、研修用ＤＶＤ，訓練キットを配付します。

財源
内訳

都支出金 東京都医療保健政策区市町村包括補助事業（補助率1/2）

　4,182千円（うち特財2,091千円）／年

国庫支出金

　ＡＥＤは、突然の心停止の際に心肺蘇生処置を行うことができる医療機器で、処置が１分遅
れるごとに救命率は10％低下すると言われています。
　区では区有施設にＡＥＤを配置しており、近年では、民間ビルやマンションでも設置が進ん
でいますが、地域によってはＡＥＤの設置が少ない地域が存在します。区民をはじめ、区を訪
れる多くの人のかけがえのない命を守るためには、区有施設に限らずＡＥＤの設置を拡大し、
居合わせた人が迅速に救命活動に当たることができる環境整備が必要です。

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 7,247

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 みなと保健所　生活衛生課

 １ 事業名 ＡＥＤ設置拡大事業  10 要求内容 要求額

問合せ 庶務係 TEL:03-6400-0041

 ２ 要求区分 新規 ・ＡＥＤ設置費 3,256

 ３ 事業説明文 ・講習会実施経費（講師謝礼、訓練キット） 2,914

　区民のＡＥＤへの関心を高め、いつでも誰でも使用できる環境を整備するため、24時間使用
可能なＡＥＤの設置が少ない地域等に新たにＡＥＤを設置するとともに、講習会を開催するな
ど活用を支援します。

・普及啓発等経費（ＤＶＤ・しおり作成等） 1,077

その他特財

一般財源



NO 12

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 1,769 (885)

⇒ 1,769 (885)

⇒ 17,424 (7,617)

14,687 (7,343)

2,737 (274)

⇒ 19,193 (8,502)

8,502

10,691

令和 年 ～ 年 限度額

レベルアップ分 小計

経常経費分 小計

 ８ 基本計画・個別計画

　検査日当日に結果を判定することで早期に適切な相談、医療につなげ、感染症のまん延防止を行
う必要があることから、予算を計上します。

　港区地域保健福祉計画

 ９ 関連する法令・条例等

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、港区エイズ・性感染症検査実施
要綱

　レベルアップ分1,769千円（うち特財885千円）／年

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：感染症の予防及びまん延防止のため、ＨＩＶ・梅毒検査を
即日検査に変更し早期に適切な相談や医療機関につなげることが必要なた
め。

　特別区では、各区でＨＩＶ・梅毒検査を実施しておりますが、即日検査を実施しているのは
７区（毎月実施は６区）です。  15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　国の補助金を活用

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年４月　事業開始

　検査・相談体制を充実し、感染者が早期に検査を受け、同時に適切な相談や医療機関への紹
介の機会を得られるようになることで、感染症の予防及びまん延の防止のみならず、感染者個
人個人の発症や重症化の防止につなげます。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

　これまで検査から結果判定まで２週間を要し、２回来所が必要だった検査について、結果判
定までを即日に短縮します。
【対 象 者】希望する方はどなたでも可（在住、在勤、在学など問わず）
　　　　　　※年間1200人まで対応可（令和３年度：259人）
【実施回数】各月２回（年24回）
【実施手法】即日検査（みなと保健所におけるスクリーニング検査）
【検査項目】ＨＩＶ、梅毒

財源
内訳

国庫支出金
　特定感染症検査等事業費国庫補助金(1/2)、エイズ対策促進事業費
  国庫補助金（1/2）、感染症対策特別促進事業費国庫補助金(1/2)

都支出金

その他特財

一般財源

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 19,193

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 17,424

　全国のＨＩＶ感染者の年間新規報告数は近年、減少傾向となっているものの、性感染症であ
る梅毒患者の報告件数は増加しており、10月23日時点では10,141人と現在の方法で統計を取り
始めた1999年以降、初めて１万人を超え、去年の同時期の1.7倍となりました。感染症は、無自
覚のまま感染を拡大させてしまうケースもあり、検査から結果判定までの期間を短縮し、早期
発見を促すことが必要です。

・ＨＩＶ・性感染症検査経費 14,687

・旅費、医師報償費、消耗品購入費等 2,737

 ３ 事業説明文 ・ＨＩＶ・梅毒検査薬購入費 1,769

　ＨＩＶ及び梅毒の感染を早期に発見し、早期の治療や感染拡大の防止につなげるため、みな
と保健所における検査から結果判定までの期間を現在の２週間から即日に短縮します。

 １ 事業名 ＨＩＶ・性感染症予防事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ 1,769

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 みなと保健所　保健予防課

問合せ 保健予防係 TEL:03-6400-0081



NO 13

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 7,857 (5,237)

⇒ 7,857 (5,237)

⇒ 6,517 (3,996)

⇒ 6,517 (3,996)

⇒ 14,374 (9,233)

9,233

5,141

令和 年 ～ 年 限度額

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 みなと保健所　健康推進課

問合せ 保健指導調整担当 TEL:03-6400-0084

 １ 事業名 自殺対策推進事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ 7,857

 ３ 事業説明文 ・電話相談経費 7,857

　区の自殺対策を充実し、悩みを抱える人がいつでも相談でき、適切な支援を迅速に受けられ
るようにするため、相談先が少なくなる夜間帯に年末年始を除き毎日電話相談を実施します。

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 6,517

　自殺対策推進計画改定版において、計画最終年度の令和5年の自殺死亡率を7.31以下としてい
ますが、3年度時点で10.42であり、目標達成には取組を強化する必要があります。インター
ネット検索連動広告からの自殺のキーワード検索頻度は、20時～21時がピークであり、自殺を
考え始める時間帯の相談体制の整備が必要です。東京都も「いのちの相談ダイヤル(24時間)」
等を運営していますが、区が独自に実施することで、翌日以降、自殺未遂者相談や保健師の相
談などの継続支援に繋げることができます。

・いのちのサポート相談等経常経費 6,517

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 14,374

その他特財

一般財源

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　東京都の補助金を活用

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年４月　事業開始

　自殺を考える時間帯に電話相談体制を強化することより、相談者の心の状態を安定させ、自
殺の抑止を目指します。
　また、他の相談ダイヤルにはない特色として、委託事業者と区が連携をとることで、日中か
ら夜間、夜間から日中と生きづらさを感じる人への継続した支援を展開します。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

　夜間帯の電話相談の実施。
【実施曜日】年末年始を除く毎日（月曜日～日曜日（祝日含む））
【時 間 帯】時間帯：午後5時～午後10時
　　　　　　※インターネット検索連動広告で自殺検索が多い時間帯の前後
【対 象 者】区内在住・在勤・在学
　＊電話番号を「0570」「0120」に設定し、発信者の地域を特定できるようにします。

財源
内訳

国庫支出金

都支出金
地域自殺対策強化交付金（1/2、2/3）
医療保健政策区市町村包括補助金(1/2)

 14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：自殺対策の一環として、相談先が少なくなる夜間帯に対応
する電話相談ダイヤルを新たに開始することで、心の状態が安定し、自殺を
制止する効果が期待できるため。　国：こころの健康電話相談、＃いのちSOS、寄り添いホットライン、いのちの電話

　都：東京都自殺相談ダイヤル、東京いのちの電話、東京自殺防止センター、いのちの山彦電
話  15 編成の考え方

レベルアップ分 小計

経常経費分 小計

 ８ 基本計画・個別計画

　インターネットで自殺検索の多い夜間帯に電話相談を実施するとともに、必要に応じて既に実施
している自殺未遂者相談や保健師の相談などの継続支援につなげることで、区民の命と心の健康を
守る取組の一層効果的な実施につながることが期待できるため、予算を計上します。

　自殺対策推進計画

 ９ 関連する法令・条例等

　自殺対策基本法、自殺総合対策大綱、東京都自殺総合対策計画

　レベルアップ分7,857千円（うち特財5,237）／年

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況



NO 14

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 4,510

⇒ 550

⇒ 3,960

⇒ 224,281 (879)

⇒ 219,412 (879)

⇒ 679

⇒ 4,190

⇒ 228,791 (879)

879

227,912

令和 年 ～ 年 限度額

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 みなと保健所　健康推進課

問合せ
健康づくり係
健診事業担当

TEL:03-6400-0083

 １ 事業名 肺がん検診  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ 4,510

 ３ 事業説明文 ・ＡＩ画像読影システムソフトウェア導入費 550

　肺がん検診の診断精度向上のため、胸部エックス線画像の二重読影の際にＡＩ画像読影シス
テムを導入します。

・ＡＩ画像読影システム利用料 3,960

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 224,281

　区では、令和３年度に「港区が実施するがん検診のあり方検討会」を設置し、各がん検診の
分析評価を進めており、その中で検診の精度管理向上の推進が指摘されています。
　近年受診者数が増加している肺がん検診は、見逃しを防ぐため、二重読影（異なる医師のダ
ブルチェック）が必要な検診です。二重読影を一括して行う医師会から、読影技術の向上のた
め、ＡＩの活用を提案されています。

・肺がん検診経費 219,412

・肺がん検診精密検査報告経費 679

・肺がん検診読影会運営経費

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 228,791

その他特財

一般財源

4,190

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　レベルアップ分特定財源なし

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール

　令和５年１月～５月　医師会との調整
　令和５年６月　      契約
　令和５年７月～　　　稼働　ＡＩによる分析結果と胸部エックス線写真を一緒に確認することで、肺がん病変を見落とし

を防ぐとともに、肺がん検診全体の信頼性向上に繋げます。
　受診率向上を進めるに当たり、二重読影の数の増加が予想されるため、読影にあたる医師の
負担を軽減することで、多くの区民の検診受入れが可能になります。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

　ＡＩ画像読影システムを導入し二重読影の際に活用
【実施手法】各医療機関から送付される胸部エックス線画像データを医師会において確認
　　　　　　する際に、ＡＩ画像読影システムによる分析をし、その結果も参考に専門医
　　　　　　が精密検査の必要性の有無を判断
【対　　象】一次医療機関から医師会に送付された胸部エックス線画像（年間約28,000件）
【実施時期】令和５年７月

財源
内訳

国庫支出金

都支出金 医療保健政策区市町村包括補助金

 14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：現在実施している医師による二重読影に加えてＡＩ解析を
実施することで、肺がん病変の見落とし防止につながり、区民の健康維持及
び増進が期待できるため。

　大阪府吹田市、東京都三鷹市など
 15 編成の考え方

レベルアップ分 小計

経常経費分 小計

 ８ 基本計画・個別計画

　ＡＩの活用により現在の二重読影による検診精度の向上につなげ、区民の健康を維持・増進させ
る必要があることから、予算を計上します。

　港区地域保健福祉計画計画

 ９ 関連する法令・条例等

　健康増進法、港区がん検診実施要綱

　レベルアップ分3,960千円（うち特財なし）／年

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況



NO 15

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 7,742 (7,742)

⇒ 132 (132)

⇒ 7,874 (7,874)

7,874

令和 年 ～ 年 限度額

 ８ 基本計画・個別計画

　施設に通う時間がない６０歳以上の区民にも、気軽に介護予防に参加できるサービスが求められ
ています。気軽に介護予防サービスに参加できるようアプリを導入するため、システムアセスメン
トにおける仕様見直しにより経費を一部精査した上、予算を計上します。

　高齢者保健福祉計画

 ９ 関連する法令・条例等

　介護保険法

　アプリ使用料等　　6,750,000円/年
　　①ライセンス使用料：１人年間1,200円×1,000人＝120万円
　　②コールセンター費用：5,550,000円

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

―

　府中市：国の「ガバメントピッチ」を利用したアプリを活用し、フレイル予防事業を実施
 15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　都補助金を活用（内定済）

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール

　公募開始：令和5年5月
　事業者決定：令和5年8月
　開発：令和5年9月（試用期間：令和6年1月～3月）
　運用開始：令和6年4月

　現在健康な概ね６０歳以上の高齢者で、介護予防事業に参加したことがない方に気軽に利用
してもらい、健康寿命の延伸と介護予防の推進を行い、介護保険費や医療費の抑制を目指しま
す。
　効果測定に当たっては、年に一度利用者アンケートを行い、主観的効果を確認します。ま
た、ＫＤＢ（国保データベースシステム）を活用し、アプリ導入前後の差異を確認します。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

【取組内容】ウオーキング記録をメイン機能とするアプリの令和６年度導入に向けて、アプリ
開発委託を実施します（プロポーザル方式で募集予定）。アプリ機能は、ウォーキング記録を
メインとしながら、区のおすすめウオーキングコースの設定や、介護予防事業に係るイベント
と連動させるなど、カスタマイズを加えることを想定しています。既存アプリが多様にあるな
か、ＩＣＴに精通していない又は興味のない高齢者にも、アプリ利用のきっかけとなるよう、
コールセンター設置や入門教室等を実施します。また、アプリ利用の動機付けとなるポイント
付与等を行うことにより、高齢者が利用しやすい仕組を盛り込み、安心して活用できるアプリ
を導入します。
【対象】６０歳以上の区民　試用人数想定100人（Ｒ６年度想定1,000人、順次拡大予定）
【アプリ内容】ウオーキング記録をメイン機能とし、歩行距離に連動したポイント制のインセ
ンティブ付与、イベント発生、介護予防情報の発信、コミュニティ機能等を付帯します。

財源
内訳

国庫支出金

都支出金 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金（上限10,000千円）

その他特財

一般財源

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 20,196

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等

　令和元年度の保健福祉基礎調査では、介護予防事業に参加しない理由の上位２番目として
「参加する時間がない」が上がっている等、施設に行くことが時間的に難しい区民も多くお
り、気軽に介護予防に参加できるサービスが求められます。６５歳以上の高齢者等へのアプ
ローチは、引き続き、介護予防総合支援センター等における事業を主としますが、コロナ禍を
契機としたＩＣＴでの介護予防事業の展開も踏まえ、多様化するニ-ズやサービス需要に迅速か
つ適切に対応していく必要があります。

 ３ 事業説明文 ・アプリ使用料（試用期間３か月） 5,170

　いきいきプラザ等の施設に通うことなく、気軽に楽しみながら介護予防に取り組める専用の
アプリを導入します。
　アプリの導入に当たっては、地域への様々な波及効果を見込んだ機能やコンテンツの実装
と、利用者へのインセンティブを組み合わせ、介護予防と地域振興等につなげます。

 １ 事業名 気軽に取り組む介護予防事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 新規 ・システム開発・運営管理 15,026

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　高齢者支援課

問合せ 介護予防推進係 TEL:03-3578-2930
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（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 642 (500)

⇒ 642 (500)

500

142

令和 年 ～ 年 限度額

 15 編成の考え方

 ８ 基本計画・個別計画

　「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき令和４年度に実施した分析結果により、低栄養防
止及び生活習慣病の重症化予防対策を重点的に取り組む必要があることが明らかとなりました。低
栄養や生活習慣病の予防や改善に向けて、教室・講座形式により、基礎栄養学、適切な食事内容の
講座、効果的な運動トレーニング、事前事後評価等を実施するため、予算を計上します。

　港区基本計画、港区地域保健福祉計画

 ９ 関連する法令・条例等

　高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法、介護保険法

 ６　目指すべき成果・目標

　高齢者が低栄養や生活習慣病が及ぼす心身への影響の理解を深め、生活習慣が改善されると
ともに、介護予防センターや健康増進センター等の通いの場が活用され、高齢者自身による主
体的な介護予防活動が行われている状況を目標とします。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

　事業内容の充実や実施回数増加等によりコスト増の可能性はありますが、
広域連合からの受託事業収入の範囲内となるかどうか都度協議を行います。

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

―
　後期高齢者医療広域連合：一体的実施の保健事業を区市町村に委託し、国からの特別調整交
付金により委託事業費として支援
　都内他自治体：１７区市町村が開始済（令和４年度中に新たに６区市町村が開始見込）

【実施場所】介護予防総合センター

【事業の対象者】６５歳以上の高齢者（一部のコースは６０歳以上から参加可能）

【取組内容】
　低栄養や生活習慣病の予防や改善に向けて、教室・講座形式により、基礎栄養学、適切な食
事内容の講座、効果的な運動トレーニング、事前事後評価等を実施します。
（１）７５歳以上：低栄養予防と生活習慣の見直しにより日常生活レベルの向上や老年期の健
康増進につなげます。
（２）６０歳～７４歳：メタボリックシンドローム及び生活習慣病の予防・改善の知識を早期
の段階から身につけ、健康寿命の延伸につなげます。

財源
内訳

国庫支出金

都支出金

その他特財 広域連合受託事業収入（ハイリスクアプローチと併せて250万上限）

一般財源

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　事業費の一部に後期高齢者医療広域連合からの受託事業収入を充当見込

 12 スケジュール
　令和５年３月　要綱制定
　令和５年４月　事業開始

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 642

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等

　国は令和元年度に「高齢者の医療の確保に関する法律」を改正し、「高齢者の特性を踏まえ
た保健事業ガイドライン」を示して、区市町村ごとに地域の健康課題を分析し、保健事業と介
護予防事業を一体的に推進（＝一体的実施）することを定めました。区では令和４年度に分析
を行ったところ、低栄養防止及び生活習慣病重症化予防対策に重点的に取り組む必要があるこ
とが明らかになったため、令和５年度から保健事業と介護予防事業の両側面から対応事業を実
施します。

 ３ 事業説明文

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援するため、低栄養及び生活
習慣病等の予防・改善に関する普及啓発事業を実施します。

 １ 事業名 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（ポピュレーションアプローチ）  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 新規 ・低栄養防止のための新たな介護予防事業等 642

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　高齢者支援課

問合せ 介護予防推進係 03-3578-2931
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（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 17,031 (17,031)

⇒ 2,000 (2,000)

⇒ 19,031 (19,031)

19,031

令和 年 ～ 年 限度額

 ８ 基本計画・個別計画

　「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき令和４年度に実施した分析結果により、低栄養防
止及び糖尿病性腎症重症化予防対策を重点的に取り組む必要があることが明らかとなりました。低
栄養及び糖尿病性腎症のリスクが高いと認められる後期高齢者に対して、医療専門職が保健指導を
実施するため、経費を一部精査した上、予算を計上します。

　港区基本計画、港区地域保健福祉計画

 ９ 関連する法令・条例等

　高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法、介護保険法

　高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に実施する際の手法の変更によ
り、受託事業収入の範囲内となるかどうか都度協議を行います。

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

―
　東京都後期高齢者医療広域連合は、一体的実施等の保健事業を区市町村に委託し、国からの
特別調整交付金により委託事業費として支援しています。都内では既に１７区市町村が事業を
実施しており、加えて新たに６区市町村が令和４年度中に事業を開始する見込みです。  15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　東京都後期高齢者医療広域連合からの受託事業収入により、区の負担はあ
りません。

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール

　令和５年３月　要綱制定
　令和５年４月　事業開始

　全ての高齢者が各保健指導の基準値を上回るよう生活習慣が改善されるとともに、介護予防
総合センターや健康増進センター等の通いの場が活用され高齢者自身による主体的な介護予防
活動が行われている状況を目標とします。令和５年度から保健事業と介護予防の一体的な事業
を実施することとします。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

【実施内容】高齢者に対する保健事業を実施
【対象者】
　事業全体の対象は６５歳以上であり、ハイリスクアプローチのメイン対象は以下①②
　①75歳以上でBMI、体重減少等の基準値に基づき低栄養状態にある区民
　②75歳以上でeGFR値、尿蛋白等の基準値に基づき糖尿病性腎症重症化予防が必要な区民
【実施時期】令和５年４月開始予定
【実施手法】
　上記健康課題をもつ高齢者をみなと保健所の保健師が抽出します。会計年度任用職員の医療
専門職が抽出された対象ごとにハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチを振り分
け、対象者に通知等を行います。その後、委託の管理栄養士等が電話や訪問での保健指導を行
い、低栄養等に至った原因の分析、原因に応じた保健指導により、生活改善につなげます。

財源
内訳

国庫支出金

都支出金

その他特財 広域連合受託事業収入

一般財源

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 19,500

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等

　国は令和元年度に「高齢者の医療の確保に関する法律」を改正し、「高齢者の特性を踏まえ
た保健事業ガイドライン」を示し、区市町村ごとに健康課題を分析し、保健事業と介護予防事
業を一体的に推進することを定めました。令和４年度の区の分析によると、低栄養防止及び生
活習慣病重症化予防対策（糖尿病性腎症重症化予防対策）を重点的に取り組む必要があること
が明らかとなったため、対応する保健指導等の業務を介護予防事業と一体的に実施します。

 ３ 事業説明文 ・保健指導等 2,000

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが出来るよう支援するため、低栄養及び生活
習慣病等のリスクが高いと認められる後期高齢者等に対して、医療専門職が保健指導を実施
し、生活改善につなげます。

 １ 事業名 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（ハイリスクアプローチ）  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 新規 ・会計年度任用職員（医療専門職）に係る報酬等 17,500

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　国保年金課

問合せ 高齢者医療係 TEL:03-3578-2654
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（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 1,000

⇒ 0

⇒ 1,000

1,000

令和 年 ～ 年 限度額

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

 ８ 基本計画・個別計画

　本事業を実施することで、高齢者のスポーツ活動の場を創出し、ひいては高齢者の健康づくり・
フレイル予防に繋がるため、予算を計上します。なお、バス費用は、事前に観光マップを配付する
など、楽しく現地に集合してもらえるよう工夫することとし、予算計上は見送ります。

　港区基本計画、港区スポーツ推進計画

 ９ 関連する法令・条例等

　なし

―
　千代田区：障害者スポーツ体験イベントにｅスポーツの種目を追加して実施
　　　　　　（令和４年12月）
　渋 谷 区：フレイル予防講演会と合わせて、フレイル予防に寄与するｅスポーツ体験を実施
            （令和４年12月）

 15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　特定財源なし

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年４月以降　随時実施

　企業との連携や民間施設を積極的に活用し、ｅスポーツをはじめとする新しいスポーツの体
験機会を創出することで、スポーツの新しい楽しみ方が広がり、区民の「する」「みる」「支
える」スポーツ活動の環境が充実します。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

　【ｅスポーツ体験事業】
　対象者：区内の高齢者 各回２０人
　実施時期：通年
　実施回数：１０回（各地区２回ずつ）
　実施内容：ｅスポーツに特化した民間施設内で、身体を動かせるコンテンツ（トランポリ
ン、ボッチャ、ボルダリングなど）をスタンプラリー形式で体験する事業を実施します。
　実施手法：施設内の誘導や機材の使い方のサポート、会場使用料を含めて、委託により実施
します。実施にあたり、ｅスポーツに特化した民間施設の運営会社において、教育コンテンツ
アドバイザーを務める大学教授と学生の皆さんに協力いただき、世代間交流も実現します。

財源
内訳

都支出金

　1,000千円/年

国庫支出金

　ＶＲやＡＲなどの先端技術によるｅスポーツは、年齢、障害の有無等に関わらず、多様な
人々が参加できるものです。若年層には、ゲーム障害や依存症等のリスクを考慮すること、障
害者には、個々の障害特性により効果や適合を見極めることが必要です。一方で、高齢者に
は、世代間交流のほか、高齢者同士や家族とのコミュニケーションの活性化につながることが
期待できますが、区の施設では、必要な設備や配信技術が確保できていないことが課題です。

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 1,715

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 教育推進部　生涯学習スポーツ振興課

 １ 事業名 新たなスポーツの体験  10 要求内容 要求額

問合せ スポーツ企画担当 TEL:03-3578-2751

 ２ 要求区分 新規 ・ｅスポーツ体験経費 1,000

 ３ 事業説明文 ・バス借上げ費用 715

　高齢者のスポーツ活動の場を創出するとともに、フレイル予防につなげるため、ＶＲやＡＲ
などの最先端技術によるｅスポーツを体験する事業を実施します。

その他特財

一般財源
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（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 815 (263)

⇒ 815 (263)

⇒ 660

⇒ 200

⇒ 460

⇒ 1,475 (263)

263

1,212

令和 年 ～ 年 限度額

 ８ 基本計画・個別計画

　高齢者の良好な居住環境の確保に向けて、初回債務保証委託料の助成対象を拡大するとともに、
入居費用の一部助成に関する要件を緩和するため、助成に係る経費を計上します。

　港区地域保健福祉計画

 ９ 関連する法令・条例等

　なし

　レベルアップ分　815千円

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

　継続

　23区全ての区で本事業と類似する事業を実施しています。
 15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　国都からの特定財源なし

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール

　令和５年３月　要綱改正
　令和５年４月　事業開始

　様々な理由で住み替えが必要で、新たな住まいに困窮している高齢者世帯に対し、実態に即
して債務保証会社の利用による支援や立ち退きによる転居の際の支援を拡充することで、高齢
者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

　以下の助成を拡充します（レベルアップ内容は下線部）。
（１）初回債務保証委託料の助成対象を拡大
【対　象】・区が協定を締結している債務保証会社の紹介を受けていること
　　　　　　→　区が協定を締結をした債務保証会社以外の場合も助成
　　　　　・世帯の所得が3,228,000円を超えていないこと
（２）入居費用の一部助成に関する要件緩和
【対　象】・区が規定する基準額を超える補償金（単身世帯96万円、二人以上世帯128万円）
　　　　　　を受領していないこと
　　　　　　→　補償金の受領要件を廃止
　　　　　・本事業で区内の民間賃貸住宅の紹介を受け、契約していること
　　　　　・世帯の所得が3,228,000円を超えていないこと

財源
内訳

国庫支出金

都支出金

その他特財 高齢者安心定住基金

一般財源

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 1,475

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 経常経費分 小計 660

　現在、区内では、老朽化した住宅の建て替えや再開発等により、高齢者世帯において住み替
えが必要となるケースが発生しています。一方、家主の条件と高齢者の希望が合わず転居先が
見つからない、制度が現在の実態と合っていない等の課題があります。

・事務費 200

・助成金（既存事業分） 460

 ３ 事業説明文 ・助成金（対象拡大等） 815

　高齢者の良好な居住環境を確保するため、初回債務保証委託料の助成対象を拡大するととも
に、入居費用の一部助成に関する要件を緩和します。

 １ 事業名 高齢者民間賃貸住宅入居支援事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ レベルアップ分 小計 815

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　高齢者支援課

問合せ 在宅支援係 TEL:03-3578-2400
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（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 8,682 (6,510)

⇒ 1,425 (1,068)

⇒ 3,888 (2,916)

⇒ 3,369 (2,526)

⇒ 3,777

⇒ 2,878

⇒ 478

⇒ 421

⇒ 12,459 (6,510)

6,510

5,949

令和 年 ～ 年 限度額

 ８ 基本計画・個別計画

　福祉のしごと面接・相談会及び介護サービス事業所向け研修の充実を図り、介護人材対策に取り
組むため、助成実績により経費を一部精査した上、予算を計上します。

　第８期港区介護保険事業計画　第３章介護サービスの充実「介護人材の確保・支援」

 ９ 関連する法令・条例等

　港区介護職員研修等受講費用助成事業実施要綱、港区介護保険サービス従事者永年勤続表彰
審査基準

　レベルアップ分8,682千円（うち特財6,510千円）／年

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：喫緊の課題である介護人材の確保やその後の育成を強化す
ることで、安定的で質の高い介護サービスの提供が期待できるため。

　福祉のしごと面接・相談会　23区中12区実施
 15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　区市町村介護人材対策事業費補助金の対象が拡充されたことに伴い、令和
４年度から介護のしごと面接・相談会も実績の3/4の財源を確保できること
になりました。

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール

　令和５年４月～　　事業者向け研修等の開始
　　　　　８～９月　福祉のしごと面接・相談会の参加事業者説明会実施
　　　　　11月　　　福祉のしごと面接・相談会の実施　福祉のしごと面接・相談会の参加者数の増加によって、区内介護サービス事業所の採用者数

の増加に繋げます（面接・相談会終了後、採用者数について確認し、成果を測定します。）。
　また、研修内容を充実させることで、質の高い介護人材の育成を図ります（研修終了後のア
ンケート兼レポートの内容から、満足度や成果を測定します。）。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

【レベルアップ内容】
（１）福祉のしごと面接・相談会（名称変更　※旧：介護のしごと面接・相談会）
　障害者施設との合同開催によるスケールメリットを生かします。また、会場を「生涯学習セ
ンターばるーん」から「札の辻スクエア　大ホール及び小ホール」へ変更することで、参加可
能事業所数を15事業所から25事業所へ拡充し、参加者数や採用者数の増加に繋げます。
（２）介護サービス事業所向け研修
　各研修テーマについて、各法令・基準等や社会情勢など最新の情報等を取り入れます。各分
野の現場経験を交えた講義ができる講師の手配を条件とするほか、ケアマネジャー研修につい
ては必要に応じてグループワークを取り入れるなど、ハイブリッド又は対面形式で実施しま
す。

財源
内訳

国庫支出金

都支出金 区市町村介護人材対策事業費補助金（3/4　研修等が対象）

その他特財

一般財源

・介護サービス従事者永年勤続表彰（印刷、筆耕、記念品等）等 430

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 11,038

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 経常経費分 小計 3,786

　介護のしごと面接・相談会（就職相談会）を開催し、求職者を区内介護サービス事業所につ
なげることができていますが、来場者数が伸び悩んでいます。
　また、介護サービス事業所向け研修は、参加者が増加傾向にありますが、形式や内容により
参加者数に偏りがあります。

・介護事業者情報検索システム 2,878

・介護保険指定事業者等管理システム利用料 478

 ３ 事業説明文 ・福祉のしごと面接・相談会 1,425

　介護人材の確保やその後の育成を強化するため、「介護のしごと面接・相談会」の規模を拡
大するとともに、介護サービス事業者向け研修の内容を充実します。

・介護サービス事業所向け研修 3,888

・研修受講費用助成（実地研修講師謝礼含む） 1,939

 １ 事業名 介護サービス事業者振興事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ レベルアップ分 小計 7,252

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　介護保険課

問合せ 介護事業者支援係 TEL:03-3578-2881
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（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 99,082 (100)

⇒ 94,000 (100)

⇒ 5,082

⇒ 0

⇒ 99,082 (100)

100

98,982

令和 年 ～ 年 限度額

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　介護保険課

問合せ 介護事業者支援係 TEL:03-3578-2881

 １ 事業名 介護ロボット等導入支援事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ レベルアップ分 小計 99,082

 ３ 事業説明文 ・導入等費用の補助（47事業所分を想定） 94,000

　介護職員の負担軽減、業務の効率化及び職場環境の改善を図るため、介護ロボット及びＩＣ
Ｔ機器の導入促進に向け、相談窓口の設置や導入費補助の対象を区内全介護サービス事業所に
拡大します。

上限400万円×10/10(補助率)×47事業所(Ｒ５年度導入見
込)×0.5(実績想定)＝94,000千円

⇒　上限400万円×10/10(補助率)×47事業所(Ｒ５
年度導入見込)×0.5(実績想定)＝94,000千円

・導入サポートセンター開設（普及啓発含む） 5,082

　令和３年度「介護労働実態調査」(公益財団法人介護労働安定センター実施)において、介護
職員の離職率は低下傾向が続いていますが、介護サービスの需要増には追い付かず、介護職員
が不足していると感じる事業所は過去５年概ね60％台で推移しています。他方、業務改善に資
するようなICTや介護ロボット等の開発が進められており、こうした技術の導入による介護業務
環境の改善が期待されているため、令和３年度から本事業を実施しています。

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 経常経費分 小計 0

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 99,082

その他特財 ふるさと納税寄付金

一般財源

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　特定財源なし（ふるさと納税寄付金を除く。）

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール

　令和５年４月～導入サポートセンター開設、購入費用助成開始
　　　　　８月～講習会の実施

　介護ロボットやICT機器を導入するための支援を充実することで、令和8年度末までに、介護
ロボット等を導入している事業所を40%（令和4年8月時点）から70%に引き上げることを目標と
し、人手不足が深刻な介護職員の業務負荷の軽減や、介護サービス利用者へのきめ細かな介護
とサービスの質の向上を目指します。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

①導入サポートセンターの開設
　導入を希望する事業所等からの電話やメールによる様々な相談に応じ、必要に応じて現場を
確認するなど、円滑に導入できるよう相談窓口（サポートセンター）を設置します（専門機関
に委託）。
②普及啓発イベントの実施
　介護ロボット等の概要や前年度実施した導入サポート事業の事例について紹介するととも
に、機器に対する情報やメリットを知ってもらうため、講習会を実施します。
③導入費用補助の対象拡大
　対象者について、区内全ての介護サービス事業者を対象（対象事業所：区内約280か所　※
R4.10月時点)とすることにより、費用面での負担を軽減します。

財源
内訳

国庫支出金

都支出金

　介護ロボット等の導入事業者70％を達成するため、99,082千円／年を４か
年（令和５年度～令和８年度）実施

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：介護ロボットの普及は、介護従事者の離職防止を改善し介
護環境の充実化を図る観点から必要な取組であり、未導入の事業者の傾向を
分析し丁寧にフォローしながら進める。　都：平成29年度から、介護機器導入に必要な経費の一部の補助を実施しています。

　区：３区／23区（江東区…介護ロボット導入促進事業、練馬区…ICT機器等導入支援事業、葛
飾区…介護ロボット等導入費助成）  15 編成の考え方

 ８ 基本計画・個別計画

　介護職員の業務負荷の軽減や、介護サービス利用者へのきめ細かな介護とサービスの質の向上が
必要です。導入サポートセンターの開設、普及啓発イベントの実施及び導入費用補助の対象拡大に
より、介護業務環境の改善を図るため、経費を一部精査した上、予算を計上します。

　第８期港区介護保険事業計画　第３章介護サービスの充実「介護現場へのICT等導入支援」

 ９ 関連する法令・条例等

　港区介護ロボット等導入費用補助金交付要綱
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（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 2,810

⇒ 2,810

⇒ 97,837

⇒ 328

⇒ 270

⇒ 1,316

⇒ 90,489 (14,945)

⇒ 5,434

⇒ 100,647

14,945

85,702

令和 年 ～ 年 限度額

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 教育推進部　生涯学習スポーツ振興課

問合せ スポーツ振興係 TEL:03-3578-2750

 １ 事業名 学校プール開放事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ 3,889レベルアップ分 小計

 ３ 事業説明文 水泳教室経費（夏休み追加分） 3,889

　小・中学生のスポーツ活動の機会を創出し、健康づくりを促進するため、夏休み期間中に短
期集中型の水泳教室を実施します。

100,214

需用費 328

経常経費分 小計

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 270

　地域住民の身近なスポーツ活動の場として活用することで健康の維持・増進を推進してお
り、学校プールを計７校開放しています。平成25年度から令和３年度上半期までは、子どもや
大人を対象とした水泳教室を不定期で実施していましたが、令和３年12月からは、利用者拡大
とコロナの感染拡大の影響で失われたスポーツ活動の機会の創出を目的として、新たにクール
制（令和3年度は4か月コース、令和4年度は3か月コース）の水泳教室を開始しました。

水質検査 1,316

屋内プール管理経費 90,740

水泳教室経費

電信料

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 104,103

その他特財 使用料（プール利用料）

一般財源

7,560

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　レベルアップ分は特定財源なし

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年７月～８月　事業実施

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で失われたスポーツの場の確保と、約２年に及ぶコロ
ナ禍での運動機会の減少による子どもの体力低下の改善の一助とします。  13 事業実施に

   伴う将来コスト

　【夏休みの特別水泳教室】
　　対 象 者：区内在住・在学の小・中学生
　　実施時期：７月下旬から８月（夏休み期間）
　　実施回数：週４日（週４日を１クールとし、５週実施）
　　定　　員：１クール各校10人程度
　　実施内容：水泳指導員による水泳教室
　　実施手法：委託による実施

財源
内訳

国庫支出金

都支出金

　レベルアップ分　2,810千円/年

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　最終評価

　レベルアップ：スポーツ活動の機会を創出することは、新型コロナウイル
スの影響による子どもの体力低下が懸念されている中、体力向上が期待でき
るため。

　なし
 15 編成の考え方

 ８ 基本計画・個別計画

　新型コロナウイルス感染症の影響により、小・中学生の体力低下が進んでいます。引き続き、ス
ポーツ活動の機会を創出するとともに、児童・生徒の健康づくりを促進するため、予算を一部精査
したうえで、予算を計上します。

　港区基本計画、港区スポーツ推進計画

 ９ 関連する法令・条例等

　なし
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（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 495 (495)

⇒ 490 (490)

⇒ 486 (486)

⇒ 0

⇒ 583 (583)

⇒ 2,054 (2,054)

2,054

令和 年 ～ 年 限度額

 ８ 基本計画・個別計画
　令和３年度に実施した避難所開設訓練等において、障害特性に応じた対応の必要性が確認されて
います。図上訓練、マニュアル作成支援及び動画作成により、福祉避難所の運営体制を強化するた
め、予算を計上します。ガイドライン作成・編集等業務委託については、既にマニュアルが作成さ
れている中で、ガイドラインの位置付けが明確になっていない状況であることから、予算の計上を
見送ります。

　地域防災計画

 ９ 関連する法令・条例等

　災害対策基本法

　動画作成は来年度のみ、図上訓練は資料作成と訓練実施のノウハウを２か
年で学び、その後は職員で対応していきます。マニュアルは、今後、継続的
な福祉避難所の運営や訓練に活用を考えています。

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

―
　厚生労働省：令和２年６月　令和３年度介護報酬改定
　内閣府：令和３年５月　災害対策基本法改正
　東京都：令和４年５月　首都直下地震等による東京の被害想定の見直し  15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　障害者福祉推進基金を活用します。

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール

　マニュアル作成支援：令和５年４月～
　図上訓練実施：令和５年１０月
　動画作成：令和５年１０月

　避難所運営マニュアルに基づき、避難所を安定的に運営し、災害時における障害者（児）の
身体・生命の安全確保を目指します。  13 事業実施に

   伴う将来コスト

【対象】福祉避難所を運営する各施設の指定管理者（災害対応については区と指定管理者が締
結する防災協定により規定）
【実施内容】
①図上訓練：福祉避難所の運営について、図上訓練（ＨＵＧ）での疑似体験を通じて、様々な
場面における判断能力を養います。
②マニュアル作成支援：各福祉避難所が作ったマニュアルについて、専門的なアドバイスを行
い、マニュアルの実効性を高めます。
③動画作成：発災から避難所開設までの流れを、職員で共有化する動画を作成します。
④ガイドライン作成・編集：避難所運営に当たってのガイドラインを作成します。⇒計上しま
せん。
⑤障害者参加型防災訓練：障害者本人が参加する体験型の防災訓練を実施します。

財源
内訳

国庫支出金

都支出金

その他特財 障害者福祉推進基金

一般財源

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 2,934

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 ⑤障害者参加型防災訓練 583

　令和２年度から、区内の障害関係の福祉避難所（５か所）において、内容を検討し、避難所
運営マニュアルを作成しました。令和３年度には、障害保健福祉センターでマニュアルに基づ
いた避難所開設訓練を行い、訓練で得られた改善点等をマニュアルに反映しました。
　また、今年度、都は首都直下地震等による東京の被害想定を見直し、福祉避難所も新たな被
害想定をもとに、災害時の対応を検討する必要があります。

 ３ 事業説明文 ②障害者福祉避難所災害対応マニュアル作成支援 490

　災害時における障害者の身体・生命の安全を確保するため、専門的なアドバイスを活用して
福祉避難所の開設・運営等に係るマニュアルを更新します。

③発災時要配慮者支援対策映像マニュアル作製 486

④ガイドライン作成・編集等 880

 １ 事業名 障害者福祉避難所運営事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 新規 ①障害者福祉避難所運営法人向け図上訓練 495

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　障害者福祉課

問合せ 障害者支援係 TEL:03-3578-2460



NO 24

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 2,970 (2,970)

⇒ 2,970 (2,970)

2,970

令和 年 ～ 年 限度額

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　障害者福祉課

問合せ 障害者支援係 TEL:03-3578-2462

 １ 事業名 視覚障害者の遠隔サポート事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 新規 ・遠隔サポート 2,970

 ３ 事業説明文

　視覚障害者の日常生活における情報を保障するため、スマートフォンを活用した遠隔サポー
トを行います。

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等

　現状では、視覚障害者の簡易的な確認は障害者総合支援法内、自立支援給付で利用できるヘ
ルパーや、家族が行っていることが多い状況です。民間事業者による、遠隔にて代理確認する
サービスは存在するものの、個人情報や利用上限に課題があります。区が遠隔サポートを提供
することにより、家族やヘルパーの負担軽減、視覚障害者の更なる情報保障を行います。

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 2,970

その他特財 障害者福祉推進基金

一般財源

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　障害者福祉推進基金を活用します。

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年４月　実施

　視覚障害者に対して、対面だけでなく遠隔による支援を実施することにより、日常生活が円
滑になるよう取り組みます。  13 事業実施に

   伴う将来コスト

【実施内容】
　現状の聴覚障害者向けの遠隔サポートの仕組みを活用し、遠隔にいるオペレーターが、テレ
ビ電話機能を使用し、視覚障害者に郵便物の確認や衣服の確認など日常生活における代理確認
を支援します。サービス利用に当たっては、希望者から申請を受け、ＩＤを付与（ＱＲコード
を提供）することにより、サービスを利用できます。

【対象者】区内在住の視覚障害者

【開始時期】令和５年４月

財源
内訳

国庫支出金

都支出金

　初期導入料の330千円を除いた2,640千円が毎年度運営経費として必要

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

―

　現状で、都内に代理確認の支援を提供している自治体はありません。
 15 編成の考え方

 ８ 基本計画・個別計画

　視覚障害者の簡易的な確認はヘルパーや、家族が行っていることが多い状況において、区がＩＣ
Ｔを活用して、安全かつ無料で遠隔サポートを提供することにより、家族やヘルパーの負担軽減、
視覚障害の自立した生活の支援につながることから、予算を計上します。

　港区障害者計画

 ９ 関連する法令・条例等

　障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
　港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例



NO 25

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 3,879 (3,879)

⇒ 3,300 (3,300)

⇒ 233 (233)

⇒ 346 (346)

⇒ 48,077 (48,077)

⇒ 13,864 (13,864)

⇒ 7,989 (7,989)

⇒ 26,210 (26,210)

⇒ 14 (14)

⇒ 51,956 (51,956)

25,978

13,279

12,699

令和 年 ～ 年 限度額

 ８ 基本計画・個別計画

　「区が作成する動画への手話ワイプ表示の徹底」、「手話通訳者派遣時の遠隔手話の導入」及び
「水曜日の窓口延長時の手話通訳者配置」により、手話通訳を必要とする方への情報保障を更に拡充
するため、経費を一部精査した上、予算を計上します。

　港区障害者計画

 ９ 関連する法令・条例等

　障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
　港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：手話通訳を必要とする聴覚障害者へのきめ細かな支援を拡充
することについて、情報提供の充実につながり、地域で自立して生活できる環
境の促進が期待できるため。

　東京都：遠隔手話通訳が重要視され、都のコールセンターでも活用
 15 編成の考え方

債務負担行為

【レベルアップ内容】
①動画への手話ワイプ表示の徹底
　区が作成する事業周知、広報、講演会等の動画作成に当たって、手話ワイプに必要な経費を
障害者福祉課で一括計上し、各課と港区手話通訳者の会との調整を担い、手話ワイプ表示の徹
底を図ります。
②手話通訳者派遣時における遠隔手話通訳の導入
　手話通訳者の派遣方法について、現状の対面式での派遣に加え、遠隔式の派遣手法（利用者
がスマホなどでＱＲコードを読み取り遠隔手話通訳サービスシステムを起動）を導入します。
③手話通訳者設置の窓口延長対応
　本庁舎に設置している手話通訳者が、水曜日の窓口延長に合わせて、午後７時まで対応でき
るよう設置時間を延長します。

財源
内訳

国庫支出金 地域生活支援事業費等補助金（1/2）

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　地域生活支援事業費等補助の活用
　設置通訳の拡充は、地域生活支援事業費等補助の特別支援事業を活用

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年４月　実施

①区が作成する事業周知、広報、講演会等の動画への手話ワイプの表示を徹底します。
②対面に加えて遠隔手話通訳の選択肢を拡充することにより、感染症等の状況においても、円
滑に手話を提供するとともに、手話通訳者の活動しやすい環境を整えます。
③窓口延長時にも手話通訳を活用できる環境を整備します。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

　レベルアップ分　3,879千円／年

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 51,928

都支出金 地域生活支援費等（1/4）

その他特財 障害者福祉推進基金繰入金等

一般財源

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 ・手話通訳者派遣 13,864

　現在、手話ワイプ表示のない動画が多数ある状態です。港区手話通訳者の会が、動画表示を
希望する各課との調整を行っていますが、会にとっての負担となっています。
　手話通訳者派遣について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対面だけではなく遠
隔手話通訳についても選択できるようにしていく必要があります。

・遠隔手話通訳サービス 7,989

・手話通訳の設置、派遣、養成など 26,081

・通訳用保険等 115

 ３ 事業説明文 ①・②手話通訳者派遣（追加通訳分） 3,300

　手話通訳を必要とする障害者への情報保障を拡充するため、区が作成する動画への手話ワイ
プ表示の徹底、手話通訳者派遣時の遠隔手話の導入等を実施します。

②遠隔手話通訳サービス（手話通訳派遣の拡充） 233

③手話通訳者設置（窓口延長用） 346

経常経費分 小計 48,049

 １ 事業名 手話通訳提供等事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ レベルアップ分 小計 3,879

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　障害者福祉課

問合せ 障害者支援係 TEL:03-3578-2462



NO 26

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 228 (228)

⇒ 129 (129)

⇒ 99 (99)

⇒ 207 (207)

⇒ 97 (97)

⇒ 110 (110)

⇒ 435 (435)

217

218

令和 年 ～ 年 限度額

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　障害者福祉課

問合せ 障害者支援係 TEL:03-3578-2462

 １ 事業名 障害者サービス提供事業者育成事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ レベルアップ分 小計 228

 ３ 事業説明文
・同行援護従業者養成研修 一般研修
 ＠28,500×3／4×６名＝128,250

129

　同行援護や行動援護などの支援が必要な障害者が円滑に支援を受けられるよう、サービス提
供事業者の支援者養成に係る研修費用の助成対象を同行援護・行動援護提供事業者に加えて、
移動支援事業者にも拡大します。

・行動援護従業者養成研修
 ＠44,000×3／4×３名＝99,000

99

　たんの吸引等（３号研修）は特定の個人のみが支援対象のため、新規の利用者ごとにその都
度研修を受講する必要があり、研修経費がかかる状況です。
　また、同行援護・行動援護を提供する事業者は区内に少なく、事業者を増やすために、従業
者の研修費用の助成を実施していますが、申請が伸び悩んでいます（実績：令和２年度５件、
令和３年度０件）。

・たん吸引実地研修　訪問看護師謝礼等 107

・たん吸引基本研修 110

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 経常経費分 小計 217

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 445

その他特財 障害者福祉推進基金

一般財源

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　障害者施策推進区市町村包括補助金を活用

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年４月　レベルアップ内容開始

　サービス利用希望者が事業者を選択し、適切にサービスを受けられる状況を目指します。な
お、助成対象の要件には、研修終了後、３か月以上港区の事業所に所属していること等を設定
することにより、区内障害者の生活環境整備につながるよう制度を運用しています。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

【レベルアップ内容】
　同行援護研修及び行動援護研修の対象範囲を１５社から６６社に拡大します。
【研修の対象範囲】
　現行の同行援護事業者及び行動援護事業者の従業者（区内１５社）に加えて、区と協定を結
んでいる移動支援事業者（区内５１社）を追加します。
【実施方法】
　たん吸引研修の補助と同じく、申請書の提出後、研修修了確認後に補助します。
　○同行援護：視覚の補助（代読、代筆）や外出時の食事や排せつを支援
　○行動援護：知的・精神障害により、自己判断能力に制限のある者に対し、移動者の危険回
避や衣服の着脱、食事・排せつを支援
　※本研修は、たん吸引とは異なり、１度受講すれば、他の利用者にもサービス提供可能

財源
内訳

国庫支出金

都支出金 障害者施策推進区市町村包括補助金（補助1/2)

　実績に応じて、予算計上します。

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：同行援護・行動援護を提供できる事業所の増加や利用者の
サービス向上が期待できることから。　東京都：東京都介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修（特定の者対象）

　東京都：居宅介護従業者基礎研修等
　台東区：重度訪問介護従業者養成研修及び同行援護従業者養成研修受講費用助成事業
　横浜市：ガイドヘルパー等養成研修受講料助成事業

 15 編成の考え方

 ８ 基本計画・個別計画

　医療的ケアなど特定の支援が必要な障害者が円滑に支援を受けられるよう、サービス提供事業者
に対する研修費用の助成を拡充するため、経費を一部精査した上、予算を計上します。

　港区障害者計画－【２】障害者の生活を支えるサービスの充実－【４】サービスの質の確
保・向上

 ９ 関連する法令・条例等

　港区障害者(児)喀痰吸引等研修受講料助成金交付要綱
　港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成金交付要綱



NO 27

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 9,284 (9,284)

⇒ 1,680 (1,680)

⇒ 7,604 (7,604)

⇒ 14,200 (14,200)

⇒ 6,597 (6,597)

⇒ 7,603 (7,603)

⇒ 23,484 (23,484)

11,742

5,871

5,871

令和 年 ～ 年 限度額

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　障害者福祉課

問合せ 障害者支援係 TEL:03-3578-2462

 １ 事業名 障害者（児）日中一時支援事業  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ レベルアップ分 小計 9,284

 ３ 事業説明文 ・重度障害児日中一時支援（定員２名増） 1,680

　障害者（児）の保護者等の就労支援を図るとともに、障害児の放課後等の居場所支援を充実
するため、障害者（児）が安心して充実した活動を行える居場所の提供事業者や利用定員を拡
充します。

・障害者（児）日中一時居場所提供（４事業所） 7,604

　障害者については、生活介護や就労継続支援などの日中活動の終了後（16時以降）、家族の
仕事が終わるまでの居場所がない状況です。また、障害児については、放課後等デイサービス
の事業所の数が少ないことや障害特性等により受入れが難しいことなどから、放課後等に過ご
す場所がない児童もいます。日中活動後や放課後など特定の時間に、移動支援を利用して家族
の仕事が終わるまで過ごす人もいますが、利用希望が重なるため、移動支援等を利用できない
人もいることが課題です。

・重度障害児日中一時支援（定員１０名） 6,597

・障害者（児）日中一時居場所提供（４事業所） 7,603

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 経常経費分 小計 14,200

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 23,484

その他特財 障害者福祉推進基金等

一般財源

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　地域生活支援事業費等補助金及び障害者福祉推進基金を活用

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール

（1）重度障害児日中一時支援事業：5月委託契約締結　7月・8月夏期事業実
施　12月冬期事業実施　3月春期事業実施
（2）障害者（児）日中一時居場所提供事業：4月協定締結4月～3月（通年）
事業実施（月ごとにサービス費の支出と利用料の徴収）　・行き場のない障害者（児）の居場所の確保

　・日中活動後の障害者（児）の余暇活動の場の提供
　・介護する家族等の就労支援
　・介護する家族等の身体的、精神的及び経済的負担の軽減

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

（1）重度障害児日中一時支援事業　※法内事業、自己負担金１回480円
【レベルアップ内容】１日当たりの定員を10名から12名に増やします。※12名＝安全確保を図
りながら現行人員とスペースで対応可能な最大数
【事業内容】地域の児童館等の施設利用が難しい重度障害児が長期休業中に安全に安心して過
ごせる場所を提供し、専門スタッフがレクリエーション等の集団活動の支援を行います。
【対象】小学校１年生～高校３年生の重度障害児
（2）障害者（児）日中一時居場所提供事業　※法内事業、自己負担金１時間220円
【レベルアップ内容】４事業所から８事業所に拡大します。
【事業内容】障害福祉サービス等を実施している事業者複数と区が協定を締結し、障害者
（児）の居場所支援を実施します。
【対象】　障害児及び障害者

財源
内訳

国庫支出金 地域生活支援事業費等補助金（補助1/2）

都支出金 地域生活支援事業費等補助金（補助1/4）

　レベルアップ分9,284千円（うち特財9,284千円）／年

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：障害者（児）はもとより、介護する家族等の負担軽減や就
労支援の観点からも重要であり、国等の特定財源を確保することで効率的な
実施が期待できるため。　つくば市：障害者・障害児、66事業所　協定（令和２年度のべ実施回数20,802回）

　台東区：障害者・障害児、3事業所（短期入所施設等）協定
　豊島区：障害者・障害児、4事業所（短期入所施設等）協定  15 編成の考え方

 ８ 基本計画・個別計画
　障害者及び障害児は、生活介護（例：工房アミ）や就労継続支援（例：みなとワークアクティ）
などの日中活動の終了後や放課後等（主に16時～19時）に、過ごす居場所がない状況です。「重度
障害児日中一時支援事業」及び「障害者（児）日中一時居場所提供事業」の拡充により、障害者等
の親の就労支援を図るとともに、安心して充実した活動を行える居場所を提供することができるた
め、予算を計上します。

　港区障害者計画ー【２】障害者の生活を支えるサービスの充実ー【１】日常生活を支えるサ
ポート体制の充実ー【３】日中活動の場の充実

 ９ 関連する法令・条例等

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律



NO 28

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 38,908

⇒ 5,000

⇒ 8,168

⇒ 25,740

⇒ 0

⇒ 15,120

⇒ 15,120

⇒ 54,028

54,028

令和 年 ～ 年 限度額

 ８ 基本計画・個別計画 　放課後等デイサービス等を実施する障害児通所支援事業所の安定的な運営を支援するため、送迎
等の助成に係る経費を計上します。事業所への支援を求める意見は「送迎を実施する事業所が少な
い。」「長時間療育を実施する事業所が少ない。」「高校生が通所できる事業所が少ない。」とし
ていることから、送迎関係費用、延長療育費用及び重度療育費用の助成を計上することで、運営の
安定化を図ります。
　また、開設準備経費の助成は、事業者の動向をより具体的に把握する必要があることから、支援
の必要性を見極めるため、計上を見送ります。

　港区障害者計画（障害児通所支援事業者への支援）

 ９ 関連する法令・条例等

　児童福祉法、港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め
る条例

　レベルアップ分38,908千円／年

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：送迎等に係る経費の一部を新たに支援することについて、
既存の事業所の運営環境の維持・改善につながるほか、事業所の参入を促進
し、利用する障害児へのサービス向上が期待できるため。　国：なし

　都：都型放課後等デイサービス事業補助（送迎及び延長の補助）
　特別区：江東区（家賃助成）、目黒区（開設準備経費、家賃助成）、世田谷区（家賃助成）  15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　特定財源なし

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年４月　事業開始

　送迎等の経費の一部を支援することで、事業所の安定的な事業運営と、労働環境の改善など
を促すほか、区内事業所の新規開設を促進し、質の高いサービス提供につながります。また、
助成条件の中で定員に対する区民利用率70％超過や３年に１度の第三者評価の受審義務付けな
どを行い、区民利用率の向上や適正な事業運営を促します。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

【レベルアップ内容】以下の助成を拡充します（家賃助成の(1)は既存事業）。
【補助対象】区内民間17事業所（区民利用率70％超過は12事業所）※令和４年12月１日時点
【補助内容】
（１）家賃（1/4補助。更新料、仲介手数料は除く。）※令和４年度から実施
（２）送迎関係費（1/2補助。上限100万円／年。駐車場代、車両購入代、レンタカー代等）
（３）延長療育費（1/2補助。延長療育（18-19時）に係る人件費）
（４）重度障害児療育費（1/2補助。重度療育（愛の手帳１・２度対応）に係る人件費）
（５）開設準備経費（1/4補助。礼金、仲介手数料等）⇒　予算を計上しません。
【実施方法】四半期ごとの実績払い
【補助条件】①事業者が事業所の経費を負担、②定員のうち区民利用率が70％を超過、③３年
に１度、第三者評価を受審

財源
内訳

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

15,120

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 54,973

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 (5)開設準備経費助成(＠420千×３月×１／４×３事業所) 945

　就労している保護者から事業所に対する補助を求める声が上がっており、「送迎を実施する
事業所が少ない」「長時間療育を実施する事業所が少ない」「高校生が通所できる事業所が少
ない」等の意見があり、今後も増加が見込まれる障害児に必要な支援を行う事業量を確保する
ため、事業所の安定的な事業継続を支援する必要があります。

15,120

(1)家賃助成(家賃平均@420千×１／４×12月×12事業所)

経常経費分 小計

 ３ 事業説明文 (2)送迎関係費助成（@2,000千×1/2×５事業所） 5,000

　障害児に必要な訓練や支援を行う障害児通所支援事業所の安定的な事業継続を支援するた
め、事業所の送迎関係費用、延長療育費用及び重度障害児療育費用の一部を助成します。

(3)延長療育費助成(@1.875×３人×1H×22日×12月×1/2×11事業所) 8,168

(4)重度障害児療育費助成(@1.875×8H×26日×12月×1/2×11事業所) 25,740

 １ 事業名 障害児通所支援事業所運営支援  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ レベルアップ分 小計 39,853

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　障害者福祉課

問合せ 障害者事業所支援係 TEL:03-3578-2667



NO 29

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 2,404 (2,404)

⇒ 2,404 (2,404)

⇒ 9,060 (9,060)

⇒ 4,260 (4,260)

⇒ 4,800 (4,800)

⇒ 11,464 (11,464)

2,400

1,200

7,864

令和 年 ～ 年 限度額

 ８ 基本計画・個別計画

　重度障害者が就労時にヘルパー利用ができないために、就労の機会に結びつかないという課題が
あります。分身ロボットを活用した障害者の就労場所の拡大や、超短時間就労の促進により、新た
な障害者就労の創出につなげるため、予算を計上します。

　・港区障害者計画　・港区情報化推進計画

 ９ 関連する法令・条例等

　・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
　・障害者の雇用の促進等に関する法律

　レベルアップ分については、令和５年度中に事業の実施内容を検証し、現
在の形で継続するか検討します。

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：重度障害者の就労機会創出や就労環境整備が期待できるた
め。

　①２３区初の取組です（神奈川県で実施しています）。
　②渋谷区、川崎市、神戸市で実施しています。
　③江東区で実施しています。  15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　地域生活支援事業に係る国、都からの補助金、障害者福祉推進基金を財源
として活用します。

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年４月　①の実施開始

　①新たな働き方のＰＲにより、通勤が難しい重度障害者の就労機会の創出に寄与します。
　②長時間就労することが困難な障害者の就労機会の拡大に寄与します。
　③重度障害者が、就労する際に不安なく食事やトイレなどの介護を受けられ、就労しやすい環境整備
に寄与します。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

※レベルアップ内容は下線部の実施場所を拡充
①自宅から操作できる分身ロボットによる接客等の実施　※ロボット２台で運用
【対象者】通勤の難しい重度障害者（１０人　※令和４年度３人）
【実施場所】区役所１階売店「はなみずき」、みなとワークアクティ（カフェ）
　　　　　　区役所移動販売（区役所内をカート等で物販）、
　　　　　　区他部署等（産業振興センター、教育センター等での案内）
②超短時間雇用の促進に向けた就労マッチングの実施
【対象者】長時間就労が困難な障害者（３人→１０人　※令和４年度５人）
③重度障害者の就労時のヘルパー利用
【対象者】重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている就労者
　　　　　（３人　※令和４年度１人）

財源
内訳

国庫支出金 地域生活支援事業費等補助金（補助率1/2）

都支出金 地域生活支援費（補助率1/4）

その他特財 障害者福祉推進基金

一般財源

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 11,464

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 経常経費分 小計 9,060

　ICTの進展等により、これまで就労意欲があっても難しかった障害者の就労機会を、新たに創
出することが可能になりました。また、重度障害者が就労時にヘルパー利用ができないため
に、就労の機会に結びつかないという課題があります。

②超短時間雇用の促進に向けた就労マッチングの実施 4,260

③重度障害者の就労時のヘルパー利用 4,800

 ３ 事業説明文 ①分身ロボットによる接客等の実施 2,404

　これまで意欲があっても障害特性により就労に結びつかなかった障害者の就労機会を新たに
創出するため、区有施設の喫茶店など分身ロボットを活用した就労場所を拡大します。

 １ 事業名 新たな障害者就労の創出  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ レベルアップ分 小計 2,404

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部障害者福祉課

問合せ 障害者支援係 TEL:03-3578-2674



NO 30

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 9,142

⇒ 9,142

⇒ 29,713 (7,212)

⇒ 25,680 (7,212)

⇒ 4,033

⇒ 38,855 (7,212)

7,212

31,643

令和 年 ～ 年 限度額

 ８ 基本計画・個別計画

　障害者住宅には、現在２戸の車椅子対応型住宅がありますが、入居希望者から、戸数増加の要望を受け
ています。車椅子利用者が生活しやすい車椅子対応型住宅に改修するため、予算を計上します。

　なし

 ９ 関連する法令・条例等

　港区立障害者住宅条例

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

レベルアップ：車椅子利用者の利便性の向上が期待できるため。

　東京都においても、都営住宅等に車椅子対応型住宅を設置することを検討しています。
 15 編成の考え方

債務負担行為

【レベルアップ内容】
　職員住宅１戸を、間取りや設備を改善し車椅子利用者が生活しやすい車椅子対応型住宅に改
修し、車椅子利用者が生活しやすい環境の整備を推進します。

【実施時期】令和５年６月から改修予定

【車椅子対応型住宅】Ｒ４年度全４戸　→　Ｒ５年度全５戸（１戸追加）

財源
内訳

国庫支出金

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　住宅使用料等を活用します。

都支出金

その他特財 住宅使用料、駐車場使用料、共益費

一般財源

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール 　令和５年６月以降に改修工事着工予定

　今後も空室の状況に応じて車椅子対応型住宅に改修し、車椅子対応型住宅を10戸以上に増や
すことを目標としています。  13 事業実施に

   伴う将来コスト
　管理戸数増に伴うコストの増加

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 39,283

　障害者住宅には、現在２戸の車椅子対応型住宅があります（Ｒ４年度末に追加２戸整備予
定）。
　入居希望者からは、戸数増加の要望を受けています。今後も、空室状況を踏まえ、随時車椅
子対応型住宅に改修し、区民ニーズに応えていきます。

・指定管理委託 25,680

・建物維持管理経費（エレベータ部品交換等） 4,033

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 経常経費分 小計 29,713

 ３ 事業説明文 ・車椅子住宅整備 9,570

　日常的に車椅子を利用する障害者の住まいの場を確保し、誰もが安心して暮らし続けること
ができる環境を整備するため、車椅子住宅１戸を整備します。

 １ 事業名 障害者住宅管理運営  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ レベルアップ分 小計 9,570

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　障害者福祉課

問合せ 障害者施設係 TEL:03-3578-2694



NO 31

（単位：千円）

⇒ 予算額 (うち特財)

⇒ 39,333

⇒ 196

⇒ 36,331

⇒ 806

⇒ 2,000

⇒ 140,432 (225)

⇒ 140,432 (225)

⇒ 0

⇒ 179,765 (225)

225

179,540

令和 年 ～ 年 限度額

経常経費分 小計

・送迎バス等安全装置

 ８ 基本計画・個別計画

　令和２年３月１日に開設された障害者支援ホーム南麻布では、入所者の保護者等からの要望に十
分に対応することができず、入所者に対する支援の効率化と質の向上が課題となっています。当該
施設に係る体制の見直しが迫られている状況の中、体制の強化を図るため、経費を一部精査した
上、予算を計上します。

　なし

 ９ 関連する法令・条例等

　港区立障害者支援ホーム条例

　令和５年度以降も毎年度同程度の人件費がかかります。

 ７ 国・都・特別区等の動向や取組状況  14 事務事業評価
　　結果

　レベルアップ：昨今の事情を踏まえ、当該施設の体制強化は急務であり、
こうした取組は、施設における支援体制の確保、充実はもとより、施設入所
者の日常生活の安心・安全が期待できるため。

　入所施設は、国や東京都が掲げる入所施設から地域へ移行することを促進する方針に伴い、
今後の入所施設設置は制限されています。  15 編成の考え方

債務負担行為

 11 実施に向けた
　　　財源確保

　国・都による特定財源なし

 ６ 目指すべき成果・目標
 12 スケジュール

　令和５年度：人員等支援体制の確保
　令和６年度以降：人員等支援体制の継続

　施設における支援体制の確保・充実により、施設入所者の満床に向け調整が開始できるた
め、入所施設を必要とする区民サービスの向上につながります。
　また、施設における支援の効率化と質の向上により、施設入所者の日常生活の安全・安心が
確保されます。

 13 事業実施に
   伴う将来コスト

【レベルアップ内容】
・施設における適切な支援体制に必要な人件費等の指定管理料を見直します。
・入所者に対する支援の効率化と質の向上のため、職員研修を強化するほか、施設環境を整備
します。
・置き去り事故防止対策として送迎バス等に安全装置を設置します。

財源
内訳

一般財源

・その他備品購入 847

 ５ 事業の実施手法及び内容 合計 179,330

国庫支出金

都支出金

その他特財 光熱水費受入

 ４ 背景、根拠データ、区民ニーズ、現状課題等 2,000

　障害者支援ホーム南麻布は、令和２年３月１日に区立施設として開設し、入所施設として障
害者の生活の支援と相談支援事業を実施しています。
　施設運営において、入所者の保護者等からの要望に対する対応が十分ではなく、入所者に対
する支援の効率化と質の向上が課題となっている実態があり、体制の見直しが迫られている状
況です。それらを踏まえ、更なる施設の体制強化のために人件費見直し等を行います。

139,997

・指定管理料等 139,150

 ３ 事業説明文 ・障害者支援施設専門職レベルアップ研修 196

　入所者に対する支援を充実するため、職員研修を強化するほか、カメラ等のＩＣＴ機器の運
用や入所者が使用する車椅子の追加など環境整備を図るとともに、置き去り事故防止対策とし
て送迎バス等に安全装置を設置し、施設の運営体制を強化します。

・指定管理料（職員５名追加） 36,331

・共用部カメラ保守等 806

 １ 事業名 障害者支援ホーム管理運営  10 要求内容 要求額

 ２ 要求区分 レベルアップ レベルアップ分 小計 39,333

令和５年度予算要求事業概要書 所管課 保健福祉支援部　障害者福祉課

問合せ 障害者施設係 TEL:03-3578-2694


